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尾之間支所車庫解体は
                 妥当な判断か

渡邉博之　旧尾之間支所車庫解体につい
て、車庫は今でも利用価値があるが、移す

必要があるのか。また現在の利用状況はどうなっ
ているか。

政策推進課長　令和４年度の説明で示した、
トラクター等を産業振興課で買って、農業

管理センターに貸し付ける時点で、農業管理セン
ターの車庫がないということで、一時的にそこ(支
所車庫 ) に置くような形にしたが、場所的によく
ないという部分と、泥等がついて洗ったりすると
きにも、そこでも払えないとか、いろいろありま
して、出来たら、せっかく車も買うので、車庫ご
と骨材を移設出来ないかという相談があった。う
ちの中で、この公共施設の計画をつくる中でも議
論をして、令和５年度の予算で転用しようという
ことで計画した。今年度購入する車と一緒に転用
したところで格納するという形をとりたいという
ことで今回、除却することにしている。

渡邉博之　移転する車庫はもう不要という
か、そういう判断なのか。

政策推進課長　実際に図書室の前にも車庫が
あり、中央公民館で従事している人たちの

車はそのスペースにとめられ、図書室の前
が詰まっていれば、とめる方もいるが、基本的に
私が行くときにはほとんど誰もとめてない状態。
有効利用ができるのであれば、農業管理センター
のほうに移設したほうが、経費的には安いのでは
ないかということで、今回移設するための解体を
する。

問
渡邉博之　

て、車庫は今でも利用価値があるが、移す
必要があるのか。また現在の利用状況はどうなっ

問

答
政策推進課長

トラクター等を産業振興課で買って、農業
管理センターに貸し付ける時点で、農業管理セン
答

問
渡邉博之　

か、そういう判断なのか。問

答
政策推進課長　

あり、中央公民館で従事している人たちの
車はそのスペースにとめられ、図書室の前

答
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常 任 委 員 会 現 地 視 察

総務文教常任委員会

　８月 31 日総務文教常任委員会の委員で

現地調査を行いました。

　台風 6 号による大きな被害を受けた永田

集落では、 区長から詳細な説明をしていた

だきました。

台風 6 号の被害後　永田公民館裏

議会定例会の会期中に各常任委員

会の委員が、 予算や請願 ・ 陳情に関連

する事業や施設を視察するんだよ。

　　　　　　　　一湊排水機場

　現地視察ってなに？現地視察ってなに？



産業厚生常任委員会

ふれあいセンターの

屋根改修工事に伴い使用料は

大角利成　今回、明かり取りをなくし
てということだが、かなり暗くなるので

はと心配している。今回補修工事をやった後に
だいぶ暗くなって、照明を使う時間がかなり長
くなるのではないかと心配してるが、この照明
のことに関する条例の変更 ( 使用料の変更 ) 等
については議論はないか。

問 大角利成　

てということだが、かなり暗くなるので
問

福祉支援課長　使用料については、工事
が済んだら、値上げも含めて検討する必

要があるかもしれない。現時点では、まだ議論
はしていない。トップライトをとって、暗くな
るかどうかということだが、周りに壁がないの
で、そんなに暗くならないのではという、建築
と話をする中ではそういう話があった。

答
福祉支援課長　

が済んだら、値上げも含めて検討する必
要があるかもしれない。現時点では、まだ議論

答

大角利成　今回のこの明かり取りをな
くす工事に伴って、照明利用料は取らな

いとか、使用料に一本化するという方法もぜひ
考えていただきたい。

飼い主がいない

猫の避妊と去勢
真辺真紀　飼い主のいない猫 ( 地域猫 )
の避妊、去勢の活動について、こちら県

の補助ではなく一般財源で賄うということだ
が、現在、どれぐらいの申請があるか。

問 真辺真紀　

の避妊、去勢の活動について、こちら県
問

生活環境課長　8 月 18 日の段階で、申
請自体は 13 件あった。実績レベルとま

た申請レベルとあるが、実績レベルでは、雄が
15 匹、雌が 31 匹。補助額で 37 万 5000 円。
まだ実績には至っていないが、申請レベルでプ
ラス、雄が 9 匹、雌が 23 匹。合計して 27 万
5000 円の補助申請を受けているような状況。
県の補助は、手術費はもちろん、県の補助対象
になるが、それだけではなく例えば、広告費や
いわゆる啓発費用なども含めないと、県費の対
象にはならないということで、今回は見送った。

クリーンサポートセンターで出る

炭化物の行方は

真辺真紀　新しく出た炭化物は売却を
して、歳入で受入れをしているというこ

とだが、売却をする金額と、それを屋久島町か
ら運び出すための輸送費というのは差し引くと
どうなるのか。

問 真辺真紀　

して、歳入で受入れをしているというこ
問

生活環境課長　きれいな炭化物について
は、1 トン 1 円で売却している。輸送費、

処分費は一切かからない。ただ、今回補正対象
になっている、今まで据え置いてた炭化物、あ
とは異物の入った炭化物がそれぞれキロ当たり
40 円から 50 円 (1 トン 4 ～５万円 ) で処分す
ることになるが、この中に輸送料等込みの金額
となっている。

春田浜海水浴場施設
解体あとは　　　　　

渡邊千護　春田浜海水浴場の施設解体
は屋根つきの奥のほうか。

問 渡邊千護　

は屋根つきの奥のほうか。
問

観光まちづくり課長　今回の解体工事は
休憩舎のみ。

渡邊千護　解体した後、どのような形
でまたできるのか。

問 渡邊千護　

でまたできるのか。
問

観光まちづくり課長　今の状態があま
りにも危険だということで、先に解体

をして、今後どういった施設を建てるのかと
いうのは今から検討していく。

春田浜海水浴場春田浜海水浴場
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望要大角利成　

くす工事に伴って、照明利用料は取らな
望要

答 生活環境課長　

請自体は 13 件あった。実績レベルとま
た申請レベルとあるが、実績レベルでは、雄が

答

答
観光まちづくり課長　

休憩舎のみ。答

答 観光まちづくり課長　

りにも危険だということで、先に解体
をして、今後どういった施設を建てるのかと

答

答 生活環境課長　

は、1 トン 1 円で売却している。輸送費、
処分費は一切かからない。ただ、今回補正対象

答
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プレミアム商品券
に対する苦情や意見 　　　　

渡邊千護　プレミアム商品券を買いた
かったが、全然買えなかった、もう売り

切れですか等の意見が聞かれた。大半の住民に
チケットが回らなかったということで、苦情が
ある。今後、第 2 弾があるのかどうかそこも含
めて、説明を。

問 渡邊千護　

かったが、全然買えなかった、もう売り
問

産業振興課長　GY 商品券については、多
数の町民の方に御迷惑をおかけしたとい

うのは、補助を出している担当課としては非常
に申し訳なかったと思っている。今後の再販に
ついては、まだ意見交換をしていないが、実
質、事務的に非常に難しいというふうに考えて
いる。本年度については難しいかもしれないが、
今後、事業計画のヒアリング等もあるので、来
年、商工会からの要望に応じて、意見を交換し
ながら、来年度できるのであれば、また、今回
の反省等も含めて、内容も検討していきたい。

渡邊千護　次またするのであれば、上
限の見直しや、みんなに行き渡るような

システムを構築していただきたい。

望要渡邊千護　

限の見直しや、みんなに行き渡るような
望要

　　　販売後 2 日で売り切れになった商品券

大角利成　町道の改修。今年非常に耳
に入って来たのが以前から言われてた路

面の問題。船に揺られてきて、さあ世界自然遺
産の島の観光に行こうというときに、また、陸
の上でしばらく車で揺られる。特に中通線の警
察署前の信号機まで、そして武田 ( 産業 ) さん
の信号など、いろいろ過去に言われてきて、計
画的に整備するという考え方で予算も計上され
ていると思う。屋久島に来たときの第 1 印象を
非常に悪くしているという話を、特に今年は聞
いたので早いペースで改修が終わるように、お
願いをしておきたい。

問 大角利成　

に入って来たのが以前から言われてた路
問

建設課長　内容は十分把握しており、今
現在の予算で、少しずつ解消していくよ

うな形では何年もかかってしまって、観光客の
人たちにも、大変迷惑をというか不愉快な思い
をさせてしまうので、財政との協議をして、な
るべく長く、早くということで、距離を伸ばせ
るような予算を確保して、十分な整備ができる
ように努めていきたい。　

世界自然遺産の島の

町道の改修

早急な改修が求められている　　　　　　　　早急な改修が求められている　　　　　　　　

町道中通線 ( 安房 )町道中通線 ( 安房 )
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答
産業振興課長　

数の町民の方に御迷惑をおかけしたとい
うのは、補助を出している担当課としては非常

答

答 建設課長　

現在の予算で、少しずつ解消していくよ
うな形では何年もかかってしまって、観光客の

答
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　　一般質問

一 般 質 問

16 人中　２人が一般質問しました　

一般質問とは、 議員が町の施策の状況や方針など
について、 議会の場で報告や説明を求めたり、 質
問をすることです。

1 人の議員に与えられる制限時間は 60 分です。
（ 一般質問は、 議員本人の責任において掲載して

います。）
□各議員の質問の様子は、 動画で詳しく観ることができます。

写真の部分に QR コードを貼っています。

内田正喜 P

１．屋久島空港滑走路延伸事業の進捗状況は

２．世界自然遺産の島の道路の維持管理は
8

真辺真紀

１．ごみ処理施設整備事業の入札 9

内田 正喜 議員 内田 正喜 議員 

屋久島空港滑走路延

伸事業の進捗状況は

要望活動を踏ま

え、事業化実施へ

の町長の見解は。

問

町長　平成 27 年度から県港湾航空課

と本町と連携を取りながら、事業化に

向けた調査、事務手続きを進め、県や町レベ

ルにおいて、実施する必要がある事項等は全

て実施したとの認識を持って、今回の要望活

動に望んだものであり、要望活動においては、

私共の思いを肯定的に捉えていただいたもの

と実感をしており、来年度からの事業化に向

けて、大きな期待を持てる結果であったと私

自身受け止めているところである。

答

ジェット機就航のための航空会社との

協議の状況は。問
町長　昨年 8月と本年 2月に要望活動

および意見交換を行っている。現状と

して屋久島発着便を運行している日本航空グ

ループが屋久島のポテンシャルを高く評価、

また、関東圏からの一定の需要を見込んでお

り 前向きに検討する意向を持っているよう

である。

答

事業化された場合、町の金銭的負担は。問

町長　基本的には国が 8割、県が 2割、

町の負担はない。答

世界自然遺産の島の道路の維持管理は

県道を国道とし国の管理による世界自

然遺産の島にふさわしい道路の維持管

理を行う必要があると考えるが、見解は。

問

町長　県道の国道化の可能性につい

て、法令等に照し合せ町内の県道はい

ずれも要件に該当するものはなく国道化に向

けた働きかけは困難だと考える。世界自然遺

産にふさわしい道路の維持管理については、

機会あるごとに要望しているところであり、

引き続き要望していく。

答
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延伸事業手続きが進む屋久島空港滑走路



一般質問

真辺 真紀 議員 真辺 真紀 議員 

予定価格を 15 億円も　　

上回った入札

ごみ処理施設整備

事業の入札につい

て町の認識は。

問

町長 １社は予定価格を超過し、技

術評価で他社を上回ったものの、価

格評価及び総合評価で失格となった。その入

札額は確かに予定価格を大きく上回る金額で

あったと言え、予定価格内での金額を期待し

ていただけに残念に感じた。

答

４社、総合評価方式にエントリーをさ

れて、途中２社が辞退した。総合評価

を受ける段階では川崎技研さんと、落札者の

テスコさんしか残っていなかった。結果的に

きちんと競争が働いた入札になったかどう

か、その点どうお考えか。

問

生活環境課長　きちんと競争性が働

いたものというふうに認識している。答

川崎技研さんとテスコさんしか残って

いなかったわけで、片方が予定価格を

はるかに上回る札を入れていて、実際には失

格、無効。入札がなかったことにというよう

なルールを設けないと、また同じことが起き

ると思う。今後、こういう入札がある可能性

が、今のルールのままでは十分あり得るかと

思うがこれを見直す考えがあるか。

競争が働いていないのではないかとい
う思いとともに、この価格について、
今後、また何が高騰した、資材が入っ

てこない、流通にもお金がかかる等で、何億
円も上積みされるようなことが決してないよ
うに願うばかり。

問

町長 議員が提案する部分の要領改

正は考えていないが、地方自治法等

に規定する一般競争入札の原則的解釈と、本

町内規である当該要領の整合を図るため、「入

札者が２人に達しないときは入札を中止す

る」に、「指名競争入札に限る」を加える等

の改正が必要だというふうに考えている。

答

意
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議 員 定 数 調 査
特 別 委 員 会 中 間 報 告

9 月 5 日 最 終 本 会 議

榎光德委員長　当委員会は、令和４年
９月に開催された第３回定例会において
議員発議により設置された。この間、２
回の特別委員会と町民の声を反映させる
べく地域の代表者である区長会との意見
交換会を１回、議会運営委員会、全員協
議会等での資料配付と情報提供に加え、
若干の経過報告も行ってきた。

　町民の声をより多く反映させるための
機会としては、現在コロナ禍の緩和によ
り議会運営委員会による町民との意見交
換会も再開されたことから、これらの中
で意見収集ができていくものとも考えて
いる。

　当委員会としては、住民の直接選挙で
選ばれた二元代表制の下にある議員であ
るということを十分に自覚し、議会基本
条例等を遵守しながら、様々な角度から、
さらに議論を深め、来る令和７年９月に
予定される次期屋久島町議会議員選挙の
改選に反映させるべく、結論を導いてい
く必要があると考えている。
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財産の取得
可
決

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ‐

総合センター条例の一部改正
可
決

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ‐

町営住宅管理条例の一部改正
可
決

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ‐

町営単独住宅管理条例の一部改正
可
決

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ‐

令和5年度一般会計補正予算(第4号)
可
決

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ‐

令和5年度上水道事業特別会計補正予算

(第2号)
可
決

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ‐

令和5年度農業集落排水事業特別会計補

正予算(第1号)
可
決

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ‐

令和5年度国民健康保険事業特別会計

補正予算(第1号)
可
決

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ‐

令和5年度介護保険事業特別会計補正

予算(第1号)
可
決

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ‐

令和5年度船舶事業特別会計補正予算

(第1号)
可
決

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ‐

令和5年度電気事業特別会計補正予算

(第2号)
可
決

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ‐

電気事業供給条例の一部改正
可
決〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ‐

令和5年度一般会計補正予算(第5号)
可
決

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ‐

【請願】町立中央中学校テニスコート

整備について
採
択

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ○ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ‐

【請願】「不登校児童生徒に対して多

様な学習機会の確保のための経済的支

援制度の確立を求める意見書」の採択

を求める請願

可
決

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ○ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ‐

【陳情】町民による「議会議員定数・

報酬及びあり方等審議会(仮称)」の設

置

不
採
択

× × × × × ‐ × × × × × × × × ‐

不登校児童生徒に対して多様な学習機

会の確保のための経済的支援制度の確

立を求める意見書案

可
決

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ○ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ‐

８月 ２５日 （金） 　開会

８月 ２８日 （月） 　一般質問 ： 内田 ・ 真辺　　全員協議会

８月 ３０日 （水） 　常任委員会 （総務文教常任委員会、 産業厚生常任委員会）

８月 ３１日  （木） 　常任委員会 ( 総務文教常任委員会、 産業厚生常任委員会 )

９月 ５日         最終本会議

令和 5 年第 3 回定例会　会期 ： 8 月 25 日～ 9 月 5 日
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生涯を通じた国民皆歯科健診の実現を

求める意見書案
可
決

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ○ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ‐

町議会議員岩山鶴美氏の辞職を求める

決議案
可
決

× 〇 〇 〇 〇
除

斥
〇 〇 〇 〇 × × 〇 〇 ‐

令和5年第5回全員協議会 8月28日

離島開発総合センターと宮之浦体育館の後継施設

多目的アリーナ (仮称 )の検討

多目的アリーナ (仮称 )建設予定地周辺

体育館 グラウンド

野球場

政策推進課より、多目的アリーナ ( 仮称 )
　　　　　整備計画についての説明

・離島開発総合センター　築 47 年

・宮之浦体育館　築 40 年

共に老朽化が激しく、耐震性に課題がある。

宮之浦体育館への隣接地に、体育館と
文化ホールの複合施設を整備し、既存体育
館は解体後駐車場とする。

令和 4 年度開催の「旧支所庁舎跡地利
活用協議会」「公共施設再配置ワークショッ
プ」でまとめられた基本的な構想 ( 導入機
能 ) を基に、本年度検討をおこなう。

渡邉博之 もうほとんど使えないと思

われる総合センターと勤労者体育館を、

機能一つにするという理解でよいか。

政策推進課　喜係長　当初、スポーツと
ホールの機能を単純に足したものを検

討していたが、昨年のワークショップの
中で、図書室、キッズスペースであったりと
か住民の方々の意見があった。そういった議
論を含めて、単純にスポーツ足す文化ではな
くて、そこに、地域コミュニティーセンター
のような要素を含めた、子供から高齢者まで、

集える施設というような形で用途が変わって
きている。

問
渡邉博之

われる総合センターと勤労者体育館を、

機能一つにするという理解でよいか。

問

答 政策推進課　喜係長　

ホールの機能を単純に足したものを検
答

中馬慎一郎　文化ホールとスポーツとい
うことで、スポーツに関しては安房体育

館との役割分担とされているが、文化ホールと
しての意味として、今、安房の総合センターの
ホールが使えない状態であるが、そのホールに
関して、アリーナに一つにまとめて、今後考え
ていくのか。

政策推進課　喜係長　安房は子育て
支援センターが開所して、今後、福祉の

拠点として使いたいという提案もあり、今そ
ういう設計も始まっているので、今後、ホー
ルをどのような形で活用していくかというの
は、まだ私たちは情報は持ってない。今後、
各課交えて情報を共有しながら方向性をきっ
ちり定めていかなければならない。

問 中馬慎一郎　

うことで、スポーツに関しては安房体育
館との役割分担とされているが、文化ホールと

問

答
政策推進課　喜係長　

支援センターが開所して、今後、福祉の
拠点として使いたいという提案もあり、今そ

答

結
果

内
田

正
喜

小
脇

淳
智
郎

中
馬

慎
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真
辺

真
紀
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緒
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太

髙
橋
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友

日
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好
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大
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石
田
尾

茂
樹

全員協議会
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岩山鶴美議員より

廃棄物処理法違反についての説明

岩山鶴美　今回の私の廃棄物処理法違反の
件につきましては、町民の皆様には大変な御心
配と、御迷惑をおかけいたしました。

　また、同僚議員の皆様、町長をはじめ職員の
皆様にも、御迷惑をおかけいたしましたことを
心よりおわび申し上げます。誠に申し訳ござい
ませんでした。

　このたびの私の廃棄物処理法違反の件につき
まして、一部報道で誤解を招きかねない表現が
ありましたので、経緯、結果の説明をさせてい
ただきたいと思います。

　私は、2020 年 6 月に自分の所有するアパー
トのリフォームの計画を立て、実行いたしまし
た。その際に出る廃棄物については、まず、木
材を必要な方がいたことがあって、産廃業者に
電話で相談をいたしました。当時、アパートと
いえ 1 階の一室は、私の住居でありましたので、
一般廃棄物として出すことができる旨を聞き、
鉄くず等は引き取ってもらえる会社に運び、廃
棄物の仕分をいたしました。アパート前の駐車
場で仕分をしていましたが、工事が進むにつれ、
手狭になったこともあり、当時の生活環境課長
に、自分が管理している妹の畑に仮置きをして
もいいですかねと相談をしました。課長は、自
分の管理している土地ならいいのではないです
かとのことでしたので、私は、仮置きの許可を
いただいたとの認識で、大工さんに畑に運んで
もらったものを、木材などを仕分して、そのほ
かはごみステーションに出す作業をしておりま
した。

　2020 年 9 月の 14 日、畑に仮置きをし、仕分
途中の廃棄物を見た住民が警察に匿名で電話を
したようで、警察からの電話を受け、屋久島警
察署で事情を聞かれましたので、さきに述べた
内容をお話しいたしました。

全員協議会 前ページ続き
多目的アリーナ (仮称 )検討の続き　　　

大角利成 これまでいろいろと住民
代表の方々とワークショップ等をしなが

らやってきたということだが、複数の委員と
話をした段階で、コンサル、そして町との調
整をしているのだろうが、コンサルのほうか
らの提言があって、なかなか意見を言いづら
かった。報告会のような感じで自分たちはも
う聞かざるを得なかったという話も聞いてい
るので、もう少し早めに、報告、情報提供を
して欲しかった。

政策推進課　喜係長　地質調査の予算に
ついては、本来であれば当初予算に計上

し、もっと早い段階で説明が必要だったと思っ
ている。この地質調査をして、皆さんに議論
していただいた中で、軟弱地盤があってここ
には建てられないとなったら、また別な候補
地を探す。

問
大角利成

代表の方々とワークショップ等をしなが
らやってきたということだが、複数の委員と

問

答 政策推進課　喜係長　

ついては、本来であれば当初予算に計上
し、もっと早い段階で説明が必要だったと思っ

答

総務課長より、 国民保護共同訓練について、 令
和 5 年度は実働 ・ 図上訓練を令和 6 年 1 月
21 日に実施予定であることの説明がありました。

国民保護共同訓練

榎光德　今回の国防の防災訓練、大規模
になるという気がしている。これまでの

訓練と違って、町民がどの程度理解をしてるの
か、実際の実施要綱は具体的に決まっていくと
いう説明だったが、マニュアル的なもの、ある
いは、最低限、町民が分かるような概要版、そ
ういったものを今後作るのか、そして町民への
周知は、いつ頃からどのようにして行おうとし
ているのか。

総務課長　この計画自体が確定するのが
今のところ、10 月の上旬頃の中間取りま

とめを受けて決定していくものと思っている。
住民説明会を行わなければいけないと考えてい
る。

答 総務課長　

今のところ、10 月の上旬頃の中間取りま
とめを受けて決定していくものと思っている。

答

問
榎光德　

になるという気がしている。これまでの
訓練と違って、町民がどの程度理解をしてるの

問
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そのときは、警察官も納得してくださり、
電話の方が匿名であったので、話の内容をお伝
えしようにも、連絡先が分かりませんとのこと
でした。

　12 月になり、木材を必要としていた人がも
ういなくなり、残りのビニールや段ボール等の
仕分をいたしました。同時期、畑に置いてあっ
た枯れて伐採していたタンカンの枝を燃やそう
と思い、26 日に南分遣所に火入れの電話を入
れました。その際、ついうっかり、一緒に廃材
の一部を燃やしてしまいました。これらの経緯
は、2021 年 7 月 9 日当時の全員協議会でお話
ししたとおりでございます。私の畑を観察して
いた住民の方は、焼却した後の写真を撮り、再
び警察に通報したので、捜査を受けることにな
りました。

　2021 年 2 月 12 日、27 日、3 月 1 日、11
日に取調べや現場検証があり、燃やした残りの
灰については、警察の立会いのもと、業者に取
りに来ていただき適正に処理処分をいたしまし
た。その後、警察は調書をまとめ、私は押印を
いたしました。

　4 月 20 日に警察の担当から電話があり、16
日に検察庁に調書を提出しましたとの連絡を受
けました。そして、5 月 17 日に、宮之浦にあ
る検察庁に呼ばれ、事情聴取を受け、私はこれ
までの経緯をお話しいたしました。その後、検
察官の秘書の方から電話があり、今回のことは
注意ということになりました。と言われました。
これは紛れもない事実であります。

　そして、今回の告発の件についてであります
が、屋久島ポストによると、私が前回注意で処
理されたことで、町民からなぜ町議は注意な
のか、それが事実なら不公平な捜査だといっ
た批判の声が出ていることを受け、町民の方が
2022 年 2 月 7 日に、鹿児島地検に刑事告発を
されたようであります。不公平な捜査だと言わ
れた方の中には、産廃を燃やして、罰金を受け
た方がいらしたようです。

1 年 5 ヶ月がたった 2023 年 7 月 7 日、
鹿児島検察庁からの呼出しがあり、出向くこと
になりました。そして、2 年前と同じく事情聴
取を受けました。このとき、私はなぜまたとい
う気持ちでしたので、気が動転しており略式起
訴の書類にサインをしたようです。その後、裁
判所から今回の結果は、新聞に掲載されたよう
に公訴事実として、廃棄物である木くず等を焼
却したものであるとの内容で、罰金 50 万円と
いう略式命令が出ました。法律第 25 条第 1 項
第 15 号、第 16 条の 2 の廃棄物の処理及び清
掃に関する法律違反であります。以上が今回の
件に関する経過、結果であります。

　いろいろと報道もされましたが、私は、産業
廃棄物の不法投棄の罪には問われていません。
私は、不法投棄はしておりません。このことは、
検察官にも確認をいたしました。私が法律違反
に問われたのは、一般廃棄物の木くずを燃やし
たことによります。これは農家が畑でごみを燃
やしたり、一般家庭が庭で紙くずを燃やしても
同じ違反に問われてしまうことと同列です。

　2 年前に、宮之浦の検察庁に呼ばれ、今日述
べたような経過を説明し、そのときは注意とい
う処分で済んだものを、今またこの時期に刑事
告発された理由もよく分かりませんが、検察庁
の処分が変わってしまったことにも驚きを感じ
ています。

　しかし、この結果につきましては、一部とい
えども、焼却したことは事実でありますし、罰
金 50 万円という略式命令が出ましたので、野
外でごみを焼却することは違反であることを真
摯に受け止め、納付いたしました。

　また、議員職の進退につきましては、家族や
支持者の方々と相談をいたしたいと思っていま
す。重ねて申し上げますが、今回のことで、い
ろいろな報道がなされ、町民の皆様には大変な
御心配と、御迷惑をおかけいたしました。
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前ページより続き

石田尾議長　この議会中にどこかで説明を
しなければならないが、これは議案ではないの
で ( 全員協議会が開かれる ) 今日にした。本会
議と同じように、フォーラム棟にも動画を流す
ようにしています。皆さんにしっかりお伝えし
けなければならいという思い。

　この件については、司法が判断を下し結果が
出ている。本当はそのことについて、議長であっ
ても話しをすることはない。しかしながら、議
員としてのコンプライアンス、法令を守る、遵
守しなければいけない、そこが、廃棄物処理法
に抵触したという結果が出ている。そのことに
ついては、議員として、やはり、あるまじき行
為だったと思い本人も反省している。それは議
長として口頭で注意したが、大変遺憾に思って
いる。

　議員一丸となって、再発防止、そして町民の
信頼を得る、努力していかなければならないと
思っている。

　町民の皆さんに、議員として、議会として信
頼を裏切ったことに対しては深くおわび申し上
げる。

　　9 月 5日最終本会議

岩山鶴美議員に対する
辞職勧告決議案可決

廃棄物処理法違反の罪で略式命令

本議会の岩山鶴美議員は令和 5 年 8 月、自
分で所有するアパートのリフォーム工事で出た
廃棄物を不法に焼却したとして、廃棄物処理法
違反（焼却の禁止）の罪で罰金 50 万円の略式
命令を受けた。

その後、岩山議員は同月 28 日の全員協議会で
事件の経緯を説明し、町民らに謝罪した。一方、
9 月定例会最終日の 9 月 5 日には、岩山議員に
対する辞職勧告決議案が発議され、賛成多数で
可決された。

辞職勧告決議案提案理由　

　　　　　　　　発議者　真辺真紀

岩山鶴美議員は、自身で所有する賃貸アパート
のリフォーム工事で出た廃材を不法に投棄した
後に焼却したとして、令和４年２月に町民から刑
事告発された。そして、令和５年７月 21 日に廃
棄物処理法違反（焼却の禁止）の罪で略式起訴さ
れ、同年８月３日に裁判所から罰金 50 万円の略
式命令を受けた。

　世界自然遺産の屋久島で現職の町議会議員が
廃棄物を焼却して有罪になったことは、屋久島町
民１万 2,000 人の代表として決して許されるこ
とではない。

　美しい大自然を誇りとする屋久島を汚したこ
とに加え、国内外の人々が描く清らかな島のイ
メージを損なう犯罪であり、ただ、それだけでも
議員辞職するべき不法行為だ。岩山議員の問題は
それだけではない。
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ところが廃棄物をめぐる岩山議員の問題はそ
れだけではない。
　
　不法な投棄と焼却をする１年前の令和元年９
月の町議会一般質問で、岩山議員は、ごみのポイ
捨てに罰金を科する条例を制定するように提案
して、その際、次のような発言をしていた。
　
　「不法投棄というのは犯罪に当たるんですね。
法律で禁止されていて、決して許されない行為の
はずなんです。５年以下の懲役または 1,000 万
円以下の罰金が科せられるんです。最近、数件、
すごいたちの悪い不法投棄があって、どこの集
落とは言いませんけれども、罰金を科せられて
検挙したということでした。ああ、やっぱり多
いんだなというか、それだけのことをする人いる
んだなって、すごい残念でした」。つまり、岩山
議員は廃棄物を投棄して焼却することが重い犯
罪であることを知っていて、懲役または罰金の刑
になることを明確に認識していたということだ。
そして、実際に罰金を科せられた複数の町民に
対して、「ああ、やっぱり多いんだなというか、
それだけのことをする人がいるんだなって、す
ごい残念でした」と述べていた。

　さらに、岩山議員は、ごみやたばこの吸い殻
などを捨てる町民が多いことを批判して、次の
ように発言している。「子供たちの中にも、ツ
ツジの中に投げ込んだりする子供たちもいたり
します」。「車を運転していたら、私の前の車が、
ナンバー控えてますけど、たばこの灰を窓の外
にぽいぽいってしましたね。あれ見たときは町
長、もう何か、悲しさを通り抜けて、わナンバー
じゃないですよ。地元の人の車ですよ。もうふ
ざけないでよという。火のついたたばこもぽ
いってされた経験もあります」。そして、ごみ
のポイ捨てにも罰金を科す、屋久島町独自の条
例を制定して、世界に通じるきれいな屋久島を
大人も子供も目指していきましょうと荒木耕治
町長に訴えていた。

　ところが、それから１年後、その岩山議員が
自ら不法な投棄と焼却をしたのですから、屋久
島町にとっては前代未聞の事態だ。

　　さらに、屋久島町議会としては、町制史
上初めて現職の町議会議員が不法投棄で有罪に
なったことになり、世界自然遺産の島を預かる
自治体の地方議会としての信用を大きくおとし
めたと言える。

　岩山議員が町議会の一般質問で、不法投棄や
ごみのポイ捨てをする町民を批判して、罰金つ
きの条例を提案しておきながら、その一方で、
自分自身が不法焼却で罰金 50 万円の略式命令
を受けたことを踏まえれば、もうこれ以上、屋
久島町議会の一員であるべきではないと、多く
の町民が思っているはずだ。ところが今、岩山
議員は自身の進退を明確にせず、家族や支持者
の方々と相談したいと述べるにとどまってい
る。
　
　さらに、８月 28 日の全員協議会における岩
山議員の説明を聞いていると、議員自身が本当
に反省しているのかと疑わざるを得ない発言が
数多くあった。その中でも、特に問題だと思わ
れるのは、この事件を捜査した鹿児島地検に対
する発言。通常、検察官が正式な裁判を省略し
て略式起訴の処分をする際には、必ず被疑者に
詳細な説明をして、同意の署名と捺印を取るこ
とになっている。しかしながら、岩山議員は、
なぜまたという気持ちで気が動転しており、略
式起訴の書類にサインをしたようだと述べて、
まるで起訴状の内容を理解しないまま、自分の
意に反して略式起訴に同意したかのような説明
をしている。

　本来であれば、検察官が岩山議員にどのよう
な説明をしたのかを全議員に報告するべきとこ
ろだが、岩山議員は、「気が動転」、「書類に同
意のサインをしたようだ」という表現を使って、
その詳細な内容を一切説明しなかった。また、
岩山議員は、２年前に注意で終わった事件が一
転して有罪となったことについて、「検察庁の
処分が変わってしまったことにも驚きを感じて
います」として、検察の処分に納得していない
と解される発言をしている。
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もし、本当に納得していないのであれば、略
式起訴には同意せずに刑事裁判で無罪を主張す
ればいいだけのことだが、岩山議員は略式起訴
を自ら選択した。
　
　さらには、今回の事業聴取でも、岩山議員は
２年前と同じ「木くずを燃やした」と説明した
ということだが、それを聞いた検察官は、前回
の注意から一転して略式起訴という判断をして
いる。つまり、検察官は木くずを燃やしたとす
る説明に対して、前回はその内容を信じて注意
としたが、今回は信じられないとして略式起訴
にしたということだ。そして２年前と同じ、木
くずを燃やしたとする説明は、単に岩山議員の
主張を一方的に述べたものであり、現場写真な
どの証拠と照らし合わせると事実であるとは認
められないということだ。町民が撮影した現場
写真を見ると、岩山議員の説明に大きな矛盾が
あることも分かる。投棄された廃棄物の山には、
窓枠、ドア、壁紙、パイプなどのリフォーム工
事で出た廃材がたくさん写っている。そして、
廃棄物が焼却され、真っ黒に焦げた地面には、
燃え残った金属片や、畳、空き缶などが写って
おり、とても木くずを燃やした現場には見えま
ない。そして、これらの写真と岩山議員の説明
を照らし合わせると、法律違反に問われたのは
木くずを燃やしたことと主張することも信じる
ことはできない。

　有罪となった不法焼却とは別に、岩山議員は、
私は不法投棄はしていませんと主張しているが、
鹿児島地検は７月 21 日に廃棄物処理法違反（投
棄の禁止）の容疑事実と認定した上で、岩山議
員を起訴猶予の不起訴処分にしている。起訴猶
予ということは、もし岩山議員が容疑事実を認
めない場合には起訴されることになる。しかし、
略式起訴されたのは不法焼却だけで、岩山議員
は不法投棄の容疑事実を認めて反省したことで、
起訴を猶予されたということになる。

　屋久島町議会の信頼を取り戻すためにも、岩
山鶴美議員の速やかな議員辞職をここに強く勧
告する。

決議案に対する討論

賛成
渡邊千護　令和元年９月の議会で、岩

山議員は、不法投棄で罰金を受けた町民や、
ごみを捨てる子供や大人が多いことを批判
した上で、ごみのポイ捨てに罰金を科す条
例の制定を提案した。ところが、それにも
かかわらず、今回、岩山議員は自身が廃棄
物の不法焼却で罰金 50 万円の略式命令を
受けることになり、屋久島町民の代表であ
る町議会議員としては絶対にあってはいけ
ないことと考えている。
　
 今回の事件は例えば、学校の先生が教室で
子供たちに、人の物を盗んではいけません
よと注意しておきながら、その先生が学校
のほかで万引きや盗みをして有罪になった
のと同じ、また、それ以上のこと。もし先
生がそんな犯罪をしたら、その段階で、も
う教壇に立って子供たちに指導することは
絶対にできない。町議会議員は子供も含め
全町民の手本となる立場であり、学校の先
生よりも、その社会的な責任は非常に重い
と言える。
　

 屋久島町では町民の代表である議員が有罪
になっても、そのまま議員を続けても問題
ないだろうということになり、教育上、子
供たちに計り知れない悪影響を与えること
になる。

■採決■

賛成：10名

小脇淳智郎、中馬慎一郎、真辺真紀、相良健一郎

渡邊千護、榎光德、緒方健太、高橋義友

渡邉博之、大角利成

反対：３名

内田正喜、日髙好作、岩川俊広
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常任委員の選任
9 月 5 日の最終本会議で、 各常任委員会
の委員の選任がありました。

総務文教常任委員 産業厚生常任委員
委員長 榎　　副委員長小脇 委員長緒方 副委員長内田

大角利成

渡邉博之

高橋義友

榎光德

岩山鶴美

中馬慎一郎

小脇淳智郎

10 月 29 日に行われた

町議会議員補欠選挙で当選　　

10 月 30 日より任期

石田尾茂樹

岩川俊広

日髙好作

緒方健太

渡邊千護

相良健一郎

真辺真紀

内田正喜

　　渡邉 浩　議員

　 
総務文教常任委員

「 屋久島の未来を共に生き抜く
高齢者に安心と若者に希望を」

いつでも念頭に活動します。
よろしくお願いいたします。

請願 ・ 陳情 第 3 回定例会に提出された請願は３件　陳情は 1 件でした

モバイルチリメーサ ( 可動式小型焼却炉 )

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　配備を求める請願書　　　

・海岸漂着ゴミの適切な処理を行うため

　　専用の小型焼却装置の配備をして欲しい

海岸清掃の在り方も含めて、もう少し議論

　調査をすべき→継続審査　　

町立中央中学校テニスコート整備について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　請願書

・生徒が安全な環境のもとで安心して練習

　 できるよう早期に整備をして欲しい

  ・町のテニスコート使用料を減免措置で無料　　　　

　 にして欲しい。

    
委員会審査で採択、最終本会議→ 採択

「 不登校児童に対して多様な学習機会確保

のための経済的支援制度の確立を求める意見書」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の採択を求める請願
  ・ 不登校の児童や生徒がいわゆるフリースク

　ール等の学校以外の場所において行う多様

　な学習活動に対し、経済的支援の在り方を

　検討して欲しい　　　

　委員会で採択、最終本会議→ 採択

町民による「 議会議員定数 ・ 報酬及び在り
方検討審議会 ( 仮称 )」 の設置に関する陳情

議会側から諮問機関を設ける動きをすること

　 は、議員が自らの責務をほかに委ねること

　　になる。

両常任委員会での合同審査

総務文教常任委員会で不採択、最終本会議→不採択
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種子島屋久島議員大会
10 月3 日　西之表市　

西之表市にて第 12 回種子島屋久島議員大会が開

催されました。 屋久島町議会からは「 屋久島空港

滑走路延伸事業」 の早期着工に関する要望書を提

案し、 採択されました。

■■■■町民の声■■■■

・(63 号 ) 議員のコンプライアンスでの岩山

議員の不法投棄って何ですか。

・(63 号 )P5. 左側「屋久島町口永良部島湯

向温泉」の最後の観光まちづくり課長の

発言が尻切れになっています。

・P15 左側の上から 6 行目は「大雨や津波

など」の間違いではありませんか。

等、前号の議会だよりの間違いや、分かり

にくい部分についてのご指摘をいただきま

した。大変申し訳ありません、ありがとう

ございます。

　
　温暖な屋久島も冬の訪れにより、 肌寒い日が増
えてきました。 虫の鳴き声も少なく寂しくなってきま
した。 虫の鳴く音色を綺麗だと認識できるのは、 ご
く限られた人種で日本人とポリネシア人だけだそう
です。 私は虫が好きなので冬は寂しい季節ですが、
いつもに増して人の声に耳を傾けたいと思います。
寒くなるので、 くれぐれもお体ご自愛ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　真辺真紀

■■■■議会の動向■■■■

日付 内容

8 月 29 日 可燃ごみ焼却施設等建設工事安全祈願祭
9 月 18 日 燃ゆる感動かごしま国体ＯＷＳ競技

10 月 1 日 第 13 回町民体育祭
2 日 各常任委員会・議会運営委員会
3 日 第 12 回種子島屋久島議会議員大会

16 日 熊毛地区消防組合定例会
11 月 7 日 市町村議会広報研修会

県選出国会議員へ要望書提出
空港滑走路延伸早期事業化の中央要望活動
県知事・県議会議長へ要望書提出

19 日 第 12 回町駅伝競走大会
25 日 世界自然遺産登録 30 周年記念シンポジウム
28 日 全国離島振興市町村議会議長全国大会
29 日 町村議会議長全国大会

令和 5年 12 月　第 64 屋久島町議会だより　　発行責任者：屋久島町議会　議長　石田尾 茂樹　

編集責任者：屋久島町議会広報委員会 (委員長：真辺真紀　副委員長：渡邊千護　委員：中馬 慎一郎　委員：内田正喜 )

TEL 0997-43-5900( 議会事務局 内線 341)　Mail： gikai@town.yakushima.kagoshima.jp

■■■■ご意見募集■■■■

広報委員会では、町議会に対する皆様のご意見

を募集しています。生活のお困りごとや、町政

への提言、取材の申し込み等、以下の方法によ

りご連絡ください。ご氏名、ご住所、ご連絡先、

ご意見等の内容が分かるようにお願いいたしま

す。

郵送：〒 891-4292　屋久島町小瀬田 849 番地 20

　　　議会事務局（広報委員会）　宛て

Mail：gikai@town.yakushima.kagoshima.jp

LINE：@599vfnm　

（右の QR コードでも登録できます）

■■議会を傍聴しませんか■■

次の定例会の予定は

12 月　11 日　　開会
12 月　12 日～　一般質問
12 月　21 日　　最終本会議
※都合により変更となる場合があります。

※傍聴の際は、感染症対策のため、手指の消毒等

にご協力をお願い致します。

編集後記


